
　持続可能な事業運営に向けた経営改善について

　適正な受益者負担（利用者負担）のあり方について

　利用者サービスの向上について

　乗合バスとして確保すべきサービス水準と受益者負担（利用者負担）に見合ったサービス提

供のあり方に関する提言

　本審議会では、市長から諮問のあった「伊丹市交通事業の健全な運営を図るための経営のあり方」についてご審

議いただき、次に掲げる主な事項に関してご提言いただきたいと考えています。

審議事項①

審議事項②

審議事項③

　公営バスとして事業継続することを前提として、今後経営改善のために取り組むべき事項等

についての提言

　利用者ニーズに即した、より質の高いサービスを持続的に提供していくための適切な運賃・

料金のあり方に関する提言

伊丹市使用料手数料等審議会での審議事項の概要
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○執行機関の附属機関に関する条例 

昭和39年10月28日条例第44号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項および第202条の３第１項の規定に

より設置する本市の執行機関の附属機関は，他の法令および条例に定めるものを除くほか，次の

とおりとする。 

附属機関の属する

執行機関 

附属機関 担任事項 

市長 伊丹市行財政審議

会 

市長の諮問に応じ，市の行財政に関する事項を調査審議

し、市長に答申すること。 

伊丹市総合計画審

議会 

市長の諮問に応じ，市の総合計画に関する事項を調査審

議し、市長に答申すること。 

伊丹市教育環境審

査会 

市長の諮問に応じ，教育環境保全のため建築規制に関す

る事項を審査し，市長に意見の具申をすること。 

伊丹市都市景観審

議会 

市長の諮問に応じ，都市景観の形成に関する事項及び風

致地区内の建築等に関する事項を調査審議すること並

びに重要事項に関し市長に意見の具申をすること。 

伊丹市使用料手数

料等審議会 

市長の諮問に応じ，必要な事項を調査審議することおよ

び重要事項に関し市長に意見の具申をすること。 

公務災害補償等認

定委員会 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例（昭和42年伊丹市条例第48号）第３条第２項の

規定により実施機関の行なう公務または通勤により生

じた災害の認定について，実施機関の諮問に応じ，調査

審議することおよび実施機関に対する意見の具申に関

すること。 

公務災害補償等審

査会 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例に基づく実施機関の行なう公務または通勤に

より生じた災害の認定，療養の方法，補償金額の決定そ

の他補償の実施についての不服の審査に関すること。 

伊丹市福祉対策審

議会 

市長の諮問に応じ，市の福祉対策に関する事項を調査審

議し，市長に答申すること。 

伊丹市労働問題審

議会 

市長の諮問に応じ，労働問題に関する事項を調査審議す

ることおよび重要事項に関し市長に意見の具申をする

こと。 

（委任） 

第２条 前条に規定する附属機関の組織，運営その他附属機関に関し必要な事項は，当該執行機関

が定める。 

 



 

○伊丹市使用料手数料等審議会規則 

昭和46年６月29日規則第40号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，執行機関の附属機関に関する条例（昭和39年伊丹市条例第44号）第２条の規

定に基づき，伊丹市使用料手数料等審議会（以下「審議会」という。）の組織および運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は，委員25人以内で組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから，使用料および手数料等に関する諮問の必要の都度，

市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市民 

(３) 前２号に掲げる者のほか，市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は，当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。 

（会長および副会長） 

第４条 審議会に会長および副会長をおく。 

２ 会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，審議会を代表し，会務を主宰する。 

４ 会長に事故があるとき，または会長が欠けたときは，あらかじめ会長の指名する副会長が，そ

の職務を代行する。 

（会議） 

第５条 審議会は，会長が招集する。 

２ 審議会は，過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，会長の決するところに

よる。 

（意見の聴取） 

第６条 会長が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は，市長が諮問した事項を分掌する部または課が行なう。 

（細則） 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は，別に会長が定める。 
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